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は じめ に

死刑 は,最 も古 い刑 罰 として,そ の歴 史 は,人 類 の誕生 の歴 史 と発 生 を同 じ くす

る とい って よい。 また,死 刑 は,人 の生 命 を国家権 力 の発 動 に よ り社 会 的 に抹殺 す

る とい う,究 極 の,残 酷 で冷 酷 でそ して最 も下 劣 な刑罰 であ る。 そ して それ は,人

間が 人 間 と して生 きる とい う生存権 を奪 い,多 くの国 の憲法 に違反 す る人権 無視 の

野蛮 な刑罰 といわれ てい る。死刑 が一 旦執行 され る と回復 す るこ とはで きず,ま た,

他 の懲 役や 禁 固な どの刑罰 よ り犯 罪 を抑 止す る効果 が ある とい う証 明 もな されてい

ない。 死刑廃 止 は人類 の悲願 と もい って よい。

世界 の各 国 におい て も,次 第 に死 刑 の適用範 囲 を制 限 し,1985年 以来40力 国以上

が死刑 を廃 止 してい る。2002年 現 在,76力 国 と地域(領 土)が すべ ての犯罪 に よる

死 刑 を廃 止 し,さ らに15力 国が,戦 時 の犯罪 な どの例外 的 な犯 罪 を除い て死 刑 を廃

止 した。 その他,事 実 上死刑 を廃 止 してい る国 は20力 国にの ぼ る。 この実 際 の廃 止

国 とい われ る国は,法 律 で死 刑 を認め て はい るが,過 去10年 間以上死 刑が 実行 され

てお らず,既 に死 刑が 事実 上廃止 され て いる と認 め られてい る国 々であ る。

1990年 か らの10年 間 にお いて,平 均 して年 に3力 国以上 がす べ ての犯罪 に対 して

死刑 を廃 止 して きた。 この ように法及 び慣 習 で死刑 を廃止 した これ らの 国 を合計 す

る と,111力 国 にな る1)。

1997年 に国連 人権 委 員会 は,死 刑 を廃 止 して精 神 的 に障害 の あ る人 々に対 して,

死 刑 を科 す こ とを控 え る ように促 す決議 を採択 した。

しか し,現 実 は,2001年 に少 な くと も3,048人 の死 刑 囚 が31力 国で処 刑 され た。

また,少 な くと も,5,265人 が68力 国 で死 刑 を言 い渡 され てい る。2001年 に死 刑 を

実行 した90%以 上 は,中 国(2,468人),イ ラ ン(139人),サ ウジ ア ラ ビア(79人),

アメ リカ(66人)で あ る2)。

死刑 を存 置す る こ とに よるメ リッ トは,国 家 が死刑 を執 行す る こ とに よ り,被 害

者 の復讐 感情 の噴 出 を押 さえる こ とがで きる こと。す なわち,公 刑罰 と して認め ら

れた死刑 の執 行 は,個 人的 な応 報 の行 為 か ら生ず る犠牲 者 の加害 者 に対 す る衝 動的

行 為 を押 さえ,彼 らの気 持 ちに対処 して死刑 を執 行す るこ とによ り,個 人的復 讐感

情 を回復 させ る とい う点 にある。 これ は,大 きいス ケー ルで共 同体 の正 義感 に応 ず

る こ とにな る3)。 さ らに,死 刑 を執 行す るこ とに よ り,国 民 の生 命 ・身体 な どに危

険 を及 ぼす 回復 不 能 な凶悪犯 人 を社会 か ら淘 汰す る とい う意義 も持 つ。 しか し,大
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きな重要なデメリッ トがある。それは誤判 とい う危険である。 また,尊 厳 なる人間

の生命を奪 う死刑 は,方 法 ・手段が どのような ものであれ,残 虐で異常な刑罰であ

り,憲 法に違反するとの指摘である。

本稿 では,最 も先進国 といわれるアメリカにおける死刑 につ き,そ の歴史的な展

開を通 して現在 までの判例の立場,議 会での議決,執 行方法,人 種差別など種々の

問題について論及する。

1.ア メ リカの 死 刑 の歴 史

(1)17世 紀

アメ リカの死刑 の歴 史 は,イ ギ リスに よって大 きな影響 を受 けた。 ヨー ロ ッパの

移住 者達 が新大 陸 に きた とき,彼 らは死 刑 の習慣 を持 ってや って きた。 しか し,彼

らの居 留地 によって,死 刑 に関す る法 はそ れぞれ異 なってい た。記録 に残 る最初 の

死刑 の執行 は,1608年,ヴ ァー ジニ アの ジェー ムス タウ ンにあ る植民 地 のキ ャプテ

ンであ った,ジ ョー ジ ・ケ ン ドール(GeorgeKendall)に 対 す る もの であ っ た。 彼

は,ス パ イで ある とい う理 由で スペ イ ン人 に よ り処 刑 されて い る。

ニ ュ0ヨ ー クの植 民地 で は,1665年 デ ュー ク法 を施行 した。 この法 の も とで は,

子 どもが 父 や母 を殴 打 した場 合 や,「 真 実 の神」 を否定 す る犯罪 は,死 を もって処

罰す る とい う もので あ った。

この頃 アメ リカの い わ ゆ る イ ンテ リと言 われ る人達 は,ベ ッカ リー ア(Cesare

Beccaria)の 「犯 罪 と刑罰 」 に よっ て大 きな影響 を及 ぼ され た。特 に トー マス ジェ

フ ァー ソ ン(ThomasJefferson)は,ヴ ァー ジニ ア州 の死刑 法 を改 正す るため,法

案 を議 会 に提 案 した。 それ は,死 刑 は殺 人罪 と反逆 罪 のみ に許 され るべ きとい うも

ので あ った。 しか し,こ の法 案 は,賛 成 が1票 のみで否 決 されて しまった。

(2)18世 紀

公 式 に残 された記録 に よる と,合 衆 国連邦 の死刑 は1790年6月25日 に初 め て行 な

われて い る。 これ は,ト0マ ス ・バ0ド(ThomasBird}に 対 す る もので,彼 は メ

イ ン州 にお いて行 な った殺 人 の罪 に よ り絞首 刑 に され てい る。

この 頃,ベ ンジャ ミ ン ・ラ ッシュ(BenjaminRush)は,死 刑 が 凶悪 犯罪 の抑 止

力 に なる とい う理論 に反対 した。 彼 は,死 刑 を保 持 してい る と返 って犯 罪行為 が増

える とい う理 論 を肯 定 し 「野蛮化 効 果」 を訴 えた。 この提 案 は,ベ ンジ ャ ミン ・フ

ラ ンク リン(BenjaminFranklin)と,後 の米 国司 法長 官 に な るフ ィ ラデル フ ィア

州 の ブ ラ ッ ドフォー ド(WilliamBradford)の 大 きな支 持 を得 た。そ して,1794年

ペ ンシルバ ニ ア州 は,第1級 謀 殺 以外 のす べ ての犯 罪 に死刑 を廃 止 した。続 い て,

ニ ュー ヨー ク州 も1796年 死 刑 に相 当す る犯 罪 の 数 を13種 か ら2種 に まで減 少 させ

た4)。

(3)19世 紀

その 後,多 くの州が独 自の法 を制 定 し,1833年 ロー ドア イラ ン ド州,1834年 ペ ン

シルバ ニ ア州,1835年 マサ チュー セ ッツ州,及 びニ ュー ジ ャー ジー州 が公 開で の絞
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首刑 を廃止 した。 こ う して,死 刑廃 止運 動 は徐 々に定着 して い った。

多 くの州 にお いて も,死 刑 の是 非 につい て論 争が行 なわれ たが,死 刑 に強 く反対

す る最 も有力 な グルー プ は聖 職者 で あった。特 に カル ビン主義者 の聖 職者及 び長老

派 のメ ンバ ーが 強 く死刑 に反対 した。彼 らは,聖 霊 が人 々の上 に降 り,新 しい心 を

与 え,罪 を許 し悔 い改 め させ るが,そ れ はすべ て神 の超 自然的 な働 きで,罪 人 は逆

ら うこ とが で きない と説 い て死刑 に反対 した。

その後,1838年 い くつ か の州が任 意 の死刑法 を制 定 し,死 刑 が公衆 に とって納得

で きる よ うな努力 を して いった。特 に,1838年 の テネ シー一州 とアラバ マ州 の任意 の

死刑法 は,か な りの改 革 として注 目を浴 びた。 しか し,そ の後 の犯罪 の増加 に伴 っ

て,ロ ー ドア イ ラ ン ド州 は,レ イプ と放 火罪 に関 して死刑 を復活 させ た。 マサ チ ュ

ー セ ッツ州
,ニ ュー ジ ャー ジー州,及 び コネチ カ ッ ト州 も強盗,男 色 及 び偽 造 を含

む犯罪 に対 して死 刑 を認 めた。

これ に反 して,1846年 に ミシガ ン州 は,反 逆 罪以外 のす べ ての犯 罪 につ い て死 刑

を廃止 した最初 の州 となった。続 い て1852年 一旦死 刑 を復 活 した ロ0ド ア イラ ン ド

州が クェー カー教徒 に導か れて死 刑 を廃 止 し,ウ ィス コンシ ン州 もすべ ての犯 罪 に

対 して死刑 を廃止 してい った。 同年,マ サ チ ュー セ ッツ州 も死 刑 を第1級 謀殺 のみ

に制 限 した。 メ イ ン州 は,死 刑 を廃 止 した後 さ らに復活 させ,次 に再 び1876年 か ら

1887年 の11年 間それ を廃 止 した。 この頃 アイオ ワ州 は,6年 間 にわた って死刑 を廃

止 して い る。 また,カ ンザ ス州 は,事 実 上 の撤 廃 法 と もい うべ き 「メ イ ン法 」 を

1872年 に通 過 させ 死刑 の執行 を停 止 した。

次 いで 目覚 しい改革 の時代 は,1895年 か ら1917年 にあ った。1897年 に,カ ンザス

州 は 「メイ ン法」 を さ らに発 展 させ,す べ ての死刑 を廃止 した。 この死刑 廃止 の運

動 に影響 を受 け,1911年 か ら1917年 の間 に多 くの州が死 刑 を廃 止 した。ミネ ソタ州,

サ ウス ダコ タ州,ア リゾナ州,テ ネ シ0州 が死 刑 を廃止 し,ノ ー ス ダコ タ州,オ レ

ゴ ン州,ミ ズ ー リ州 は,レ イプのみ を死刑犯 罪 と した。 この ようにい くつ か の州が

死刑 を廃止 して行 く中,多 くの 州が まだ死刑 を存 置 してい た。

19世 紀 の大半 は,ア メ リカの 裁判所 は,死 刑 に対 し憲 法上 の一切 の制 限 をつ けて

いない。 しか し,各 州 の立 法機 関 は,自 動 的 に死刑 が適用 され る シス テム を少 しず

つ減 らしてい った5)6)。

(4)20世 紀

20世 紀 に入 り,1907年 か ら1917年 に残 る存 置州 の中 の,6つ の州 が死刑 を完全 に

廃止 した。そ して,3つ の州が 反逆罪 と,第1級 謀殺 に関 しての み死刑 を支持 した。

しか し,こ の改 革 は長 くは続 か なか った。

1917年 か ら1955年 の問 は,死 刑廃 止運 動 は,沈 静化 してい き,1919～20年 には ワ

シ ン トン州,ア リゾナ州,及 び オ レゴ ン州 は,凶 悪犯 の増加 に伴 い,死 刑 を復活 さ

せ てい る。

その後 アメ リカで は,第 一 次世界 大戦 に突入 し,社 会主義 者が 資本 主義へ の最初

の重大 な挑戦 を しか け る激 しい 階級 闘争 が起 こ り,6つ の死 刑廃 止州 の5つ で死刑

を復活 させ,死 刑 に よる威 嚇 をお こ なった。 この頃 か ら,よ り多 くの州 が死刑 の執
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行 を電気 椅 子 とガス室 に変 えてい る。

1948年12月10日,第3回 国 連 総 会 に お い て,世 界 人 権 宣 言(Universal

DeclarationOfHumanRight)が,賛 成48,反 対0,棄 権8(ソ 連,ウ クライナ,白

ロシア,ポ ー ラン ド,チ ェ コソロバキア,ユ ー ゴスラビア,サ ウジアラビア,南 アフリ

カ),欠 席2(ホ ンジュラス,イ エメ ン)の 賛成多 数 で採択 され た。

この世 界 人権宣 言 は,残 酷 で異常 な刑 罰 を禁 止 し,人 権 及 び 自由を確 保す るため

に,す べ ての人民 とすべ て の国が達 成すべ き共 通 の基 準 を定め た もの で ある。 この

人権 宣言 に基 づ き,世 界 各 国にお いて,年 少者,妊 娠 してい る女性,そ して年配者

の よ うな社 会 的弱者 を保 護す るた めの,死 刑 を制 限す る動 きに対 し大 きな影響 を与

えた(人 権宣言第6条)。

そ の後1950年 か ら60年 代 の 問 に国際的 な人権 条約 が次 々 と うまれ た。 しか し,こ

れ以後 ヨー ロ ッパ諸 国が徐 々に死刑 を廃止 してい った に もかか わ らず,ア メ リカは,

死刑 を存 続 させ てい る。 しか し,1950年 代 は,国 民感情 は死 刑 か ら顔 を背 け るよ う

にな って きた。そ れ は,多 くの同盟 諸 国が,死 刑 を廃 止 また は制 限 して きたか らで

あ る。 ア メ リ カに お い て も死 刑 の 執 行 は劇 的 に減 少 して き た。1940年 代 に は,

1,289件 の死 刑 の執 行 が あったが1950年 代 には715件 に減 り,さ らに1960年 か ら1976

年 まで に は,191件 の執 行 数 に減少 してい る。特 に1960年 代 前 半 に死 刑 は,「 残 酷 で

異常 な刑」 であ って修 正 憲法8条 の 下で違 憲 であ る とされ た。 いわゆ る トロ ップ対

ダ レス(TropU.dulles)事 件で,修 正 憲法8条 は,戦 時 中の脱走罪 で軍 法会議 にか

け られ,国 籍剥奪 の処 分 を受 けるの は,残 酷 で異 常 な刑 罰 にあ たる とし,さ らに死

刑 に 関 して も,も はや許容 すべ きで は ない とい う判 断 を示 した。

死刑 に対 す る議 論 は,1955年 と1972年 に再 び活発 にな る。 ハ ワイ州 とアラス カ州

は,1957年 に死刑 を廃 止 した。1958年 デ ラ ウェア州 も死 刑 を廃 止 した。 しか し,デ

ラ ウエ ァ州 は,1961年 に再 び死刑 を復 活 させ てい る7)。

ア メ リカ合衆 国 では,1960年 代 まで実 に しば しば殺 人犯 人 と強姦 犯人 を死刑 に し

てい た。1960年 代 まで は,陪 審 の予備 知識 な しの裁量 で死刑 を科 す とい うや り方 は,

道徳 的 ・政治 的 な反対 意見 に直 面 した。 国家 が 自ら殺 人 を犯 してい る とい うことに

対 す る道 徳 的態 度 の 本質 的 変化 以 上 に,反 対 意 見 には3つ の テ ーマ が含 まれ て い

た。

第1に,社 会科 学 者達 に よる初期 の経験 主義 的 な研 究が死 刑 の手段 と しての正 当

性 に疑 問 を投 げか けた とい うこ と。 す なわ ち殺 人犯 人 に対す る死刑 の一般 抑止 力 の

問題 であ る。 第2に,予 備 知識 な しの裁量 によ る死刑 法 に よる死刑 執行 のパ ター ン

に関す る非形 式化 され たデ..___タで さえ,刑 事 司 法手続 き一般 が そ して,特 に量刑 を

す る陪審 につい て,死 刑 に当た る とす る被 告人 を選 ぶの に専 断 的で恣意 的 な運用 を

して い る と指 摘 したか らで あ る。死 刑選択 の プ ロセス は,他 の事件 の場 合 とは異 な

って お り,同 じような事 件 を起 こ しなが ら,あ る いは,同 じような性格 を持 ってい

なが ら,な ぜ あ る もの は死 刑 とな り,あ る もの はそ うはな らないのか を説 明す る合

理 的 な原 則 が ない。 第3に,他 の どのパ ター ンよ り人種 とい う受 け入 れが たいパ タ

0ン の問題 であ った。死刑 批判 者 は,被 告 人 の人種 が陪審 が死 と生 を分 ける最 も重
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要 な フ ァクターで ある可能性 が あ る とい う経験 主義 的 な証 明 に言及 して い る。す な

わち,黒 人 は,白 人 よ りも死 刑 を宣告 されや すい 。 白人 に対 す る犯 罪 を行 な った も

の の ほ うが,黒 人 に対 して犯 罪 を行 なっ た もの よ りもは るか に死 刑 に な りや す い。

人種 に よ り違 いが とい うパ ター ンは,強 姦 につ いて は,圧 倒 的で あ る。死 刑 に され

た強姦犯 人 は,す べ て 白人の女性 を強姦 した黒人 の男性 で あ った。殺人犯 人 に関 し

て もそ うい う疑 い を抱 かせ るに十分 だ った8)。

様 々な施行錯 誤 の 中,ミ シガ ン州 は1963年,唯 一死 刑 を認め てい た反逆罪 に よる

死刑 を廃 止 した。 これ に よって ミシガ ン州 は,す べ ての犯 罪 に対 して死 刑 を撤 廃 し

た。

1964年,多 くの州 の有権者 は,各 州 にお いて死刑廃 止運 動 を盛 り上げ,オ レゴ ン

州の議 会 で は死刑 を廃 止 させ た。1965年 には,ア イ オワ少卜Lニ ュー ヨー ク州,ウ エ

ス トバ ー ジニ ア少卜L及 びバ ーモ ン ト州 が,続 い て死 刑 を廃止 した。死刑廃 止論 者 は,

法廷 の 闘争 で次 々 と死 刑廃 止 を勝 ち取 ってい った。

2.死 刑の存廃に影響 を与 えた判決

1970年 代,死 刑肯 定論 者 は,新 しい法令 を次 々 と提 案 してい った。死 刑 が合 憲 か

否 か に対 す る裁判 が,裁 判所 の大 部分 を 占め る よ うに なって きた。1971年 最 高裁 判

所 は,再 び陪審 員の役 割 と死 刑裁 判 にお ける彼 らの思慮 深 い判 断 の重要性 を訴 えた。

オハ イ オ州 とマ イ クガ ウサ対 カ リフ ォルニ ア州(OhioandMcgauthav.California)

事件 で は,被 告 が死刑 か否 か を決 定す る際 に,事 実 に向 きあい,殺 人行為 の罪 質や

加害 者の性格 を確 認 し量刑 の権 限 を持 つ陪審 員 に正 当に理 解 され る よう表 現す るこ

とは明 らか に人 間の能 力 を超 える と して,死 刑が 憲法修正14条 に規 定す る権利 の違

反 であ る との 主張が なされた。

1972年6月29日 合 衆 国最 高裁 判 所 は,フ ァー マ ン対 ジ ョー ジア州(Furmanv.

Georgia)事 件 で,合 衆 国の死 刑法 に よれ ば,死 刑 は,合 衆 国憲 法修正 第8条 に違反

し恣意 的,非 理性 的,か つ差別 的 に適用 され てい る と して,死 刑 法 は,違 憲 で ある

との判 断 を下 した。 そ して,40の 州 の死刑 法令 を無効 に させ,629人 の死 刑 囚 の死

刑 を中断 させ た。

これ に よっ て公式 に死 刑 の存 置州 で あ った,41州 の うち,4州(ア ラスヵ州,ニ

ューヨーク州,ノ ース ダコタ州,ロ ー ドアイラン ド州,コ ロンビァ特別区)が 死刑 を廃

止 し,1,000人 以 上 の死刑 囚が無 期懲 役 に減 刑 された。 しか し,そ の後 合 衆 国最 高

裁判所 は,1987年 のマ ック レス キー対 ケ ンプ(McCleskeyひ.Kemp)事 件 で5対4

の僅差 で死刑 の合 憲性 を支持 した。 そ れ によって ア メ リカの世 論 は,ま た死 刑 を強

く支持 す る よ うになった。

当時 のア メ リカ法曹協 会雑 誌 の調 査 に よる と,ア メ リカの弁 護士 の3分 の2が 死

刑 囚の死刑 執行 を支持 していた とい う。そ して,1975年 前 半 まで に30の 州 が死刑 法

案 を可 決 した。 その と き,約200人 の死刑 囚が拘 置所 に収 容 され てい た。

1976年 グ レグ対 ジ ョー ジア州(Greggv.Georgia)事 件 で最 高 裁判所 は,ジ ョー
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ジア州 の死 刑 を是認 し死刑 が残 酷 で異 常 な刑 罰 で はない と判 示 した。

この判 決 に よれ ば,重 大 な犯 罪 に対 す る通 常 のや り方 に よる死刑 を禁 止す る意図

で は く,修 正8条 は,1689年 の 「権 利章 典」を引 き合 い に出 して法 に よ らない刑罰,

裁判所 の量 刑,裁 判外 の刑 罰,拷 問,残 酷 で不 必要 な苦痛 を伴 う執 行方法 を禁 止 し

て いる とした。

次 いで1977年,ク ッカ ー対 ジ ョー ジア州(Cokerv.Georgia)事 件 で,犠 牲 者 が殺

され なか った場合 は,強 姦犯 人 に対 す る死 刑 は,違 憲 との判決 が 出 され た。 これに

よって,死 刑 の執行 は,殺 人罪 の み に 限定 され る ように なっ た9)。1980年 代 後 半,

最 高裁判 所 は,少 年 の犯 罪者 を死 刑 にす る合憲性 に関 して,3種 類 のケ.___スを示 し

た・1988年 トンプ ソ ン対 オク ラホマ 州(ThompsonU.Oklahoma)事 件 で4人 の最

高裁 判所 の判事 は,犯 行 時15歳 の犯罪 少年 に対す る死刑 は違 憲 であ る と判示 した。

1986年 最高裁 判所 は,精 神 障害 者 の死 刑 を禁止 した。 さ らに1988年 に新 しい連邦

の死刑 法 は,麻 薬取 引活動 の 問に犯 され る殺 人の多 発 に よって,制 定 された。 この

よ うに,ア メ リカ にお け る死刑 の支持率 は,世 紀 を通 して変動 してい った。

ギ ャラ ップ(GeorgeHGallap)の 調 査 に よる と,1936年 で は,61%の ア メ リカ

人が死刑 を支持 して いたが,そ の支 持率 は,1966年 に42%に 低 下 した。 その後70年

代,80年 代 を通 して着実 に増加 し,つ いに1994年 には,死 刑 の 支持率 は,80%を 超

え るに至 った。そ の後1994年 以 降,死 刑 の支持 率 は若干低 下 して きたが,1990年 代

の後半 に は,66%の アメ リカ人 は,死 刑 を支持 していた。前 述 した よ うに,1976年

7月,最 高 裁判所 は,死 刑 が不 変 的 に憲 法 に違反 しない と した判決(グ レッグv.ジ

ョージァ事件)に よ り,1977年 死刑 は再 開 され,1990年 前半 まで に3 ,000人 の人 が死

刑判 決 を受 け,180人 以 上が処刑 され た。

1992年,ニ ュー ヨ ク下 院議 員 の ニ ュー トン ・カー チス(NewtonCurtis)は,

死刑 の全面 的 な撤廃 の連邦 レベ ルで の承 認 を求 めて法案 を議会 に提 出 した。この年,

アメ リカは,そ の第6条 に生命 に対す る権利 が規 定 されて い る,「 市民 的及 び政 治的

権利 に関 す る国 際 規 約(lnternationalCouenantonCoilα πdPoZ漉CαZR`gん'8

{ICCPR})」 を批 准す る。 これ は,1966年 国 連 の第21回 総 会 で採択 され て よ り,26

年 目に当 た る遅 い批 准 であ った10)。

3.最 近 の 判決 の動 向

2002年6月20日,ア トキ ンス対 ヴ ァー ジニ ア州(Atkinsv,Virginia)事 件 で裁判

所 は,精 神 的 に遅 れて い る死刑 囚 を処刑 す るのは,残 酷 で非 人道 的刑罰 を禁 止 して

い るアメ リカ憲法修 正8条 に違 反 して いる とい う判決 を した。 かつて,1989年 にア

メ リカ最 高裁 判所 は,ペ ンリイ対 リ ィナ ウ(Penryv。Lynaugh>事 件 で,精 神 的 に

遅れ た死 刑 囚 を処刑 す るの は,ア メ リカ憲 法修正8条 に違反 しない と5対4の 決定

で判 決 して い る。精神 的知 能障 害 は,判 決 の前 に陪審員 に よって考 え られ る刑 罰 の

緩和 要素 で あ る。 サ ン ドラ・オ コ0ナ0(SandraO'connor)は,精 神 的知 能 障害 の

もの を死刑 に しない こ とは,「 国民 的合意」 に よる もので あ る とい った。 この とき,
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メリーラン ド州 とジョージア州が これ らの精神的知能障害者の死刑 を禁止 した。つ

いで,16の 州が精神的 に知恵遅れの ものの死刑 を禁止する法令 を施行 した。 ア トキ

ンスの前の18の 州及び連邦政府が,精 神的に知能障害のあるものに対 して死刑の実

行 を禁止 した。

最近のニュースによると,テ ネシー州の最高裁 も精神的に知能の遅れのあるもの

の死刑執行がテネシー州 とアメリカ憲法の両方によって禁止 されている 「残酷で異

常な」刑罰であ り,違 憲であると判示 している。

さらに ミズーリ州は,精 神 的に知能の遅れてい るものの死刑執行 を禁止する16番

目の州になった。

4.人 種差別 と経済差別

(1)人 種 差 別

最 高裁 判所 が,フ ァーマ ン事 件 で,死 刑 が違憲 で あ る とい う理 由の一つ に上 げた

のは,前 述 した 人種 差別 の 問題で あっ た。

1930年 か ら1990年 の 問 に4,016人 が合 衆 国 で処 刑 され たが,こ の うち,2,129人

(53%)は,黒 入で あ っ た。 殺 人罪 に お い て,3,343人 が 処 刑 され た が,1,693人

(51%)は,黒 人で あ っ た。 しか し,こ の数 年 間の アフ リカ系 ア メ リカ人 は,ア メ

リカの人 口の12%で あっ た。 この こ とか ら死刑 の判 決 ・執 行 に関 して明 らか に人種

差 別が存 在す る ことが わか る。

そ の後,そ の ような差別 が過去 の もの になった と広 く信 じられ ていたが,1970年

代 の半 ばの死 刑 の復活 以来,死 刑 囚の監 房 に収 容 され てい るお よそ半分 は黒人 であ

る との現実 的 な差別が 残 って いた1!)。

1990年 に米 国会計検 査 院 は,人 種 差 別 を死刑 にお ける実証 的研 究 か ら導 き出 し議

会 に報告 した。彼 らの研 究 に よる と,「 死刑 の求刑 ・判 決及 び実行 にお ける人種 的

不一 致 が刑事 裁 判 シス テ ムの過程 にお け るす べ て の段 階で見 られ る。」 とい うもの

であ った。死刑 宣告 を,す べ ての告発 された ケース の平 均か ら見 る と死刑 の可 能性

は,白 人 よ り黒 人の 方が4.3倍 も高 い こ とが わ か った。 そ して,殺 人 の被 害者 が

白人で あ る場合 は,加 害者 で ある ア フ リカ系 アメ リカ人 は特 に厳 し く処罰 され,死

刑 囚の監房 の被 告の80%は,白 人 を殺 したア フ リカ系 ア メ リカ人 に よって 占め られ

ていた12)。

2002年5月,メ リ0ラ ン ド州 の グ レ ンデニ ング(Glendening)知 事 はメ リー ラ ン

ドの死 刑 シス テ ムの 中の,人 種 的差別 の 問題 に対 して深 く憂慮 し,死 刑 の執行 を停

」Lした。 メ リー ラ ン ドで は,死 刑 囚の監房 に収 容 され てい る67%が アフ リカ系 アメ

リカ入 であ り,こ の比 率 は,他 の どん な州 よ りも高率 であ った。 また,フ ィラデ ル

フ ィアの最 近 の研 究 に よって も被 告が,ア フ リカ系 アメ リカ人の場合,犯 罪 ケース

の差 を考慮 に入 れ て も死刑 宣告 の可能性 は,白 人 の4倍 以上 高い ことが報 告 されて

い る13)14)。
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(2)経 済 的差別

経 済 的階級 による差別 と して,貧 困 な もの と裕福 な もの との 間に も差 別 は存 在す

る。 アメ リカ各 州 の死 刑 囚の監房 にあ る90%以 上 が貧 困の ため に弁護士 を雇 うこ と

が で きなか った もので ある15)。

すべ ての 国民 が等 し く裁 判 を受 ける権 利が 与 え られ てい るに もかか わ らず,現 実

は貧 困の ため に 自 らの権 利 を行使 で きない被 告が,あ ま りに も多 い こ とが わか る。

2002年6月1日 の 時点 で アメ リカ合衆 国 の死 刑 は38州 で存 置 されてお り,連 邦政

府,及 び アメ リカ軍 に よ って支 持 され てい る。死 刑 を廃止 した州 は,次 の12の 州

(ア ラスカ州,ハ ワイ州,メ イン州,マ サチューセ ッツ州,ミ シガン州,ミ ネソタ州,ノ

ースダコタ州
,ロ ー ドアイ ラン ド州,バ ーモ ン ト州,ウ ェス トバ ージニ ア州及 びウィス

コンシンの各州)と コ ロ ンビァ特 別 区 で あ る。1976年 か ら2002年6月1日 まで に行

な われ た死 刑 は,780件 に上 って い る。 そ して,死 刑 囚 と して監 房 に拘 置 され てい

る ものは,3,7U人 になっ てい る16)。

表1ア メ リカ各州 の死 刑執 行者数 と死刑 囚の数(1976年 から2002年6月1日 まで)

各 州 死刑執行者数 死刑囚の数 各 州 死刑執行者数 死刑囚の数

テキサス 271 457 ヴ ァー ジ ニ ア 85 28

ミズ ー リ 57 72 フロ リダ 51 383

オク ラホマ 50 119 ジ ョ0ジ ア 29 124

ル イ ジアナ 27 93 サウスカロライナ 26 77

アー カ ンソ0 24 41 ア ラバ マ 24 1S7

ア リゾナ 22 129 ノースカロライ 21 222

デ ラウ ェア 13 20 イ リノイ 12 175

カリフオルニア 10 606 ネバ ダ 9 88

イ ンデ ィアナ 9 39 ユ タ 6 11

オハ イオ 4 204 ミ シ シ ッ ピー 4 68

ワ シ ン トン 4 14 ネブ ラス ヵ 3 7

メ リー ラ ン ド 3 16 ペンシルバニァ 3 247

オ レゴ ン 2 30 モ ンタナ 2 6

ケ ン タ ッ キ ー 2 41 連邦政府 1 25

ニューメキシコ 0 4 アイ ダホ 1 21

ワイオ ミング 1 2 コ ロ ラ ド 1 5
一 、 、

ア 不 ン ー 1 105 ニ ユ ー ヨ ー ク 0 6

コ ネチ カ ッ ト 0 7 ニ ューハンプシヤー 0 0
、" 、"

こ こヒ ンヤー ンー 0 16 サ ウス ダコダ 0 5

カ ンザ ス 0 4 米国軍 0 7

合 計 780 3,711
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表2死 刑 執 行 数(1977年 から2002年6月1日 まで)

19771 19835 198916 199645

19780 198421 199023 199774

19792 198518 199114 199868

19800 198618 199231 199968

19811 198725 199338 200098

19822 198811 199431 200185

2002.6,131

合 計 780

表3人 種 差 別 に よ る死 刑 執 行 数(1977年 から2002年6月1日 まで)

人種 による死刑執行数 性別による死刑執行数

白人

黒人

スペ イン人

インデ イア

アジア人

440(56.4%)

271(34.7%)

56(7.2%)

7(0.9%)

6(os%)

男性

女性

771(98.8%)

9(1.2%)

合 計 780(loo%) 合 計 780(lao%〉

表1,2,3は,ア メ リカ合 衆 国司法統 計部 「死刑 」 に よる。

5.誤 判 の必 然性

前 述 した よ うに,他 のすべ ての刑罰 と異 な り,死 刑 は一旦 実行 され る と と り返す

ことが で きない もので あ る。1990年 以来完全 に無 実 な人が1年 間 に4人 以上,殺 人

罪 で有罪 と宣 告 された とい う報 告が あ る17)。

また,1975年 最 高裁判所 が死 刑 の合 憲性 を明言 す る ほんの1年 前,年 間2人 の殺

人 のた め処刑 を待 つ フロ リダの2人 の ア フ リカ系 アメ リカ人の男性,フ レデ ィ ・ビ

ッツ(FreddiePitts)と ウ ィルバ ー トリー(WilbertLee)が 刑務 所 か ら釈放 された。

彼 らは強 要 され た 自白の結 果 と 目撃証 人,及 び無 能 なデ ィフェ ンス カウ ンセ リン

グの誤 っ た証 言 に よつ て,有 罪 に され た もので あ る!8)。

1980年 テ キ サ ス に お い て 黒 人 の,学 校 の 用 務 員 ク ラ レ ンス ・ブ ラ ン ドレ イ

(ClarenceBrandley)と 彼 の 白人の仕事 仲 間が,行 方不 明 の15歳 の 白人 の女性 との

死 体 を発見 す る。 警察 に よる尋 問が行 なわれ,「 お まえ らが これ をや った」 と言 わ

れ,黒 人 のブ ラ ン ドレイが犯 人 とされ た。彼 に対 す る状況 証拠 は,全 く薄 か ったが,

裁 判の結 果,ブ ラ ン ドレイに死 刑が 言 い渡 され た。法廷 におい て明か に人種差 別が

伺 われ た。1986年 ボ ラ ンテ ィア団体 が誤判 と見 られ る ブラ ン ドレイの救 済 に腰 を上

げ た。 詳 しい 調査 の結 果,他 の仕 事 仲 間 の 白人 男性 が殺 人 を犯 した証 拠 が現 れ,

1990年 ブ ラ ン ドレイは釈放 された。1973年 か ら2002年 の 問に,25州 にお い て102人
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の死 刑 囚 が 無 実 で あ る こ とが 判 明 し,

釈 放 さ れ て い る19)20)21)。

それ らの3分 の1の 死刑 囚が最近の7年 間に

6.犯 罪 抑止 力

抑止 力 につ いて言 えば,個 人 的 な暴力 に よる殺 人 と他 の犯罪 を犯 す人 々が それ ら

の犯罪 を事 前 に計 画す るか とい え ば,ほ とん どの場 合 は計 画 的で はな い。 犯罪 が計

画的 で ない とす る と,ど んな罰 の脅威 も犯 罪 を思 い とどま らせ る ことが で きるか と

い えばそ れは,不 可能 であ る。 ほ とん どの 凶悪 な犯 罪が,瞬 間的 な情 緒 的ス トレス

によって犯 され るか,ま た は,ド ラ ッグや アル コールの影響 を受 け,論 理 的 な施行

を中断 され衝 動 的に犯 され る。厳 罰が犯 罪 を思 い と どまらせ るこ とがで きるな らば,

長期 的 な投獄 は,ど ん な理性 的 な人 に も凶悪犯罪 を起 こさない と思 わせ るほ ど,厳

しい もので あ る。

隣接 して い る州 で,死 刑 を存 置 した州 と廃 止 した州 を比べ る と死刑 を行 な ってい

る州 が犯 罪が 少 ない とい う統計 は ない。1972年 か ら,1990年 の 問 ミシガ ン州 は,死

刑 を廃 止 していたが1973年 に死刑 を復 活 させ たイ ンデ ィアナ州 と,ほ とん ど同 じ殺

人率 で あ った22)23>。

7.残 酷 で野 蛮 な刑罰

現 在 アメ リカで行 な われ て い る,死 刑 執行 方 法 は,次 の5種 類 で あ る。銃 殺 刑

(2州),電 気 処刑(14州),ガ ス室 刑(8州),薬 物 処刑(19州),絞 首 刑(3州)複

数の処刑 方 法 を持 つ州 は,処 刑 方法 を死刑 囚 に選択 させ てい る。

植 民 地化 され た当初,広 大 な 国ア メ リカ は,な らず者が 多 く限 られた司法 役人 で

は現行 法 を適用 で きず,各 州 で監視 委員会 を組織 して現行犯 逮捕 の罪 人 を裁 判 を経

ず して絞 首刑 に処 した。 正式 な裁判 が確立 されて い るに もか かわ らず,1900年 か ら

1944年 まで に簡 略 的 な リ ンチ で首 を吊 られ た犠 牲 者 は,少 な くと も4,400人 以 上 い

た といわれ る。 しか も,そ の大 部分 はア フ リカ系 ア メリカ人 であ った。

ア イ ダホ州 とユ タ州 は銃 殺 隊 を認 可 してい る。 死刑 囚 はいす に縛 られ頭 巾 をつ け

られ,胸 に 目標 の 目印 をピ ンで留 め られ,5人 の射手 によ り銃 撃 され る。

銃 殺 が,人 道的 で良心 を満足 させ る刑罰 といえ るか ど うか は疑 問が持 たれ る。多

くの執 行で,20歩 以 内の至近距 離 に もか かわ らず 頬 に当 てて苦 しめ た り,心 臓 をは

ず して と どめ もさ さず数 時 間に もわた って苦 しませ た とい う報告 もある。

処 刑 の方法 と して 当初,電 気椅 子 の方法 は,不 可 能 とい う議論 が あった。 エ ジソ

ン ・カ ンパ ニー(EdisonCompany)は,動 物 を感 電死 させ る事 に よっ て,公 共 の

デモ ンス トレ0シ ョンをは じめ た。 人 々は,動 物 を電気 で殺 す こ とが で きる な ら,

人 も電気 で殺 す こ とが 出 きる と考 えた。1888年,ニ ュー ヨー クは,絞 首 台 の解 体 を

して,ア メ リカで最初 の電 気椅子 の建 物 を立て る こ とを認 めた。1890年 最初 の電気

椅子 で の処刑 が行 なわれ た。1889年,ニ ュー ヨー ク州 は電気 に よる処刑 を合 法化 し,
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技術 的 な細 か な決定 を州 の法医学 局 にゆ だねた。電 気椅子 処刑 は,今 世紀 の ア メリ

カで最 も広 く使用 され た処 刑 の方法 であ る。

処 刑 され る囚人 は,い す に縛 られ る処 刑室 に連 れて いか れ るか,引 きず られ る。

電極 は,頭 と足 に固定 され る。ス イ ッチ が入れ られ衝 撃 を与 える電圧が 上 げ られ る。

しば しば頭 か ら煙 が発 生す る。 そ して,燃 えて い る肉の ひ どい臭 いが ある。誰 も ど

の くらいで感電 死 させ る こ とが で きるか,ま た どれ だけ意識 が あるか を知 らない。

1983年 に行 な われた ア ラバ マ州 の ジ ョン ・エバ ンズ(」 ・hnEvans)の 電気椅 子処

刑 は,目 撃 証人 に よって説 明 され た。 「午後8時30分1,900ボ ル トの高圧 電流 がエバ

ンスの身体 を通 りぬ けた。」 そ れ は,30秒 間続 いた。 スパ ー ク と炎が 噴 出 した。エ

バ ンス の顔 を蔽 った フー ドの 下で,流 れ 出 る灰色 の煙 と,ス パ ー クの大 きい炎 のア

ーチが走 った。燃 え た肉 と衣服 の圧倒 的な臭気 は,目 撃者 のい る部屋 の中 に充満 し

た。2人 の医師が エバ ンス の死 を確 認 に行 き,ま だ死 んでい ない こ とを宣言 した。

左 足 の上 の電極 は再 固定 され,電 圧が 最 も強力 な32番 目まで に上 げ られ た。燃 え

て いる 肉の臭気 は,大 変 に強烈で あ った。 さ らに多 くの煙 が彼 の足 と頭 か ら上が っ

た。 医師 は,彼 の死 を再 確認 したが彼 の心臓 は まだ動 いてい た。

午後8時40分,強 い電流 が さ らに30秒 間エ バ ンスの 身体 に流 され,医 師 は,彼 の

死 を認 め た。 ジ ョン ・エバ ンス の処 刑 に14分 間か か った24)。

電気椅 子 処刑 を改 良す るため に,ガ ス室 に よる処 刑が行 なわれ た。死刑 囚 は,硫

酸 を下 に置い た容器 中の いす に縛 られ る。処 刑場 は密封 され てい る。致命 的 な ガス

を発 生 させ る シア ン化 合物 が酸 の中 に落 とされ る。

1992年 ア リゾナ州 で行 なわれ た,ド ン ・ハ ー デ ィング(DonHarding)の 処刑 の

模 様が 報 告 され てい る。 「蒸 気 が ドンの頭 を被 っ た時,彼 は,深 い深 呼 吸 を した。

数秒 後,彼 はす ざ ま しい苦 痛 と闘 う ように顔 が赤 くゆがん だ。彼 の 口は,閉 じた状

態 です ぼめ られ ていたが,そ の後,堅 く食い しば られた。 ドンの身体 は乱 暴 に暴れ

出 した 。彼 の顔 と身体 は見 る間 に赤 く変 わって い った。そ して,彼 の こめか み と首

の静脈 は爆発 す るばか りに怒張 した。お よそ1分 後 に彼 は前の め りに倒 れ て きたが,

彼 はまだそ の と き意 識が あ った。何 回 もの痙 攣 の後,最 も激 しい痙 攣 があ り,そ の

後 静か に なった。 しか し,ド ンの左腕 と背 中 に沿 った筋 肉は,皮 膚 の下 で び くび く

と引 きつ ってい た。 彼 は,口 か らよだれ をだ らだ ら流 して い た。 ドンはそ の後 も1

分 間引 きつ り,い す をが たが た させ て いたが2分 後 に死亡 した。

最 も新 しい処刑方 法 は,薬 物 注射 で ある。1977年,苦 しみ を与 えない 「人 道的処

刑 法」 の探求 に向けて新 た な!歩 が 踏み 出 され た。合 法的処 刑方法 として薬物 注射

が導入 され た。 オ クラホマ州 は,人 道的 ・経済 的理 由で薬物 注射 の方法 によ り最初

の死刑 を行 な った。11年 間使 用 して い なか った古 い電 気椅 子 は,6万5,000ド ル以

上 の高価 な修 理代 を必要 とし,ガ ス室 を作 るため には,20万 ドル以上 の費用 がか か

る とい う見積 も りがで てお り,人 道 的 な理 由 だけで な く経済 的 な負 担が大 きな理 由

となってい る。薬物 に よる処刑 は,そ の後1982年 にテキサ ス州で行 なわれた。 薬物

に よる処 刑が 本 当 に無痛 で あ るか どうか を知 る こ とはで きない。

「即 効性 の あ るバ ル ビッル酸剤 と麻痺 を引 き起 こす化 学剤 との混 合液 を1,2回
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の静 脈注 射 で致死 量 を注 入 す る。 その液体 の物 質 は,(1)意 識 を失 わせ るチ オペ

ンター ルナ トリウム(2)横 隔膜 を麻痺 させ るこ とに よ り,肺 機能 を停止 させ る筋

弛緩剤 で あ る,臭 気パ ンキ ュロニ ウム(3)心 臓 を停止 させ る塩化 カ リウム の3物

質が注 入 され る25)。

薬物 注射 に よる処刑 が残酷 で死 の苦痛 を延 長 させ る大 きな危 険が あ る との報告 も

あ る。 薬物 の管理 と投与 量 に誤 りが ある と,囚 人 を,意 識 の ある まま薬物 によ り麻

痺 した苦 痛 の状態 に長 く放置 す る危 険が あ る。

さ らに,薬 物 中毒 に よる実行 はいつ もス ムース にはい かず,1985年 に実行 された

レイモ ン ド ・ラ ン ドリー(RaymondLandry)の 処刑 で は,彼 が ドラ ッグの常 習者

であ った ため,使 用 可 能 な静脈 を見 つ け るのが 難 し く 「執 行人 は,繰 り返 して彼 の

腕 に針 を入 れた。 よ うや く,針 を静脈 に入 れ チ ュー ブか ら薬物 を注 入 してい る時,

彼 の腕 に刺 した注射 針か ら,液 体 が漏 れ始 め,命 を奪 うはず の薬 物が 目撃者 に向か

って空 を走 った」 とい う。

死 刑 の実行 に立 ちあ った あ らゆ る人 々が ぞ っ と して,う ん ざ りす る と語 って いた

とい う26)27)。

お わ りに

アメ リカ合衆 国の死 刑 は毎年減 少 してい る。1999年 は,98人 の処刑 が行 なわれ た

が,2000年 に85人(13%),2001年66人(22%)の 減 少が見 られ,減 少傾 向 にな った

の は,法 廷 においてDNA鑑 定が採 用 され る こ とに なった結 果 と,死 刑 の公正 さに

対す る重大 な問題 を認 識す るこ とになった とい う理 由であ る。

アメ リカの軍 隊で は,ど の よ うな種類 の死刑 の実 行 もこの30年 以上 も行 なわれて

い ない。米 軍 には,そ れ 自身の死刑 法 があ り現 在7人 の男性 が死刑 囚の監房 に入 れ

られ てい る。

1989年5月,国 連経 済社会 理事 会 は,死 刑 の判決 や実行 の段 階 を問わず精 神 的 に

遅れ のあ る,又 は,精 神 障 害 に よ り悩 む人 々の死刑 は,排 除す べ きとい う決議 を採

択 した。 また,1989年 の12月5日,国 連総会 で 「死刑廃 止条約 」が賛成59,反 対26,

棄権49,欠 席25で 可決 された。 しか し,死 刑存 置 国の アメ リカ と 日本 は,こ れ に反

対 して い る。 さ らに,1995年 「子 どもの権 利条 約」 も,そ の 「37条a」 で18歳 未 満

の少年 の死 刑 を禁 止 した。1997年,国 連 人権委 員会 は,死 刑 を廃 止 し精神 的 に遅 れ

のあ る人 に対す る死刑 を控 え る ように と,ま だ死刑 を存置 してい る州 に対 して働 き

か ける とい う決議 を採択 した。 そ して,1998年,精 神的 な遅 れの ある人 を,死 刑 に

したア メ リカを強 く非 難 した。

つ い に,2002年6月 合衆 国裁判 所 は,精 神 的 に遅 れの あ る人 々を処 刑す るの は違

憲 であ る とす る判 断 を最終 的 に示 した。最 高裁 判所 の判 決時 点 で,18の 州(ア リゾ

ナ州,ア ー カンソー州,コ ロラ ド州,コ ネチ カ ッ ト州,フ ロリダ州,ジ ョー ジア州,イ

ンデ ィアナ州,カ ンザス州,ケ ンタ ッキー州,メ リー ラン ド州,ミ ズー リ州,ネ ブラス

カ州,ニ ューメキシコ州,ニ ュー ヨー ク州,ノ ース カロライナ州,サ ウス ダコタ州,テ
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ネシー州,ワ シン トン州の各州)が 精神 的 な遅 れ に よる死刑 の執 行 を禁止 した。 これ

らの 州 の精 神 的遅 れ か 否 か の 判 断 基 準 は,ア メ リ カ知 能 障 害 協 会(American

.AssociationofMentalRetardation;AAMR)に よ り定 義 され,以 下 の3点 に要約 さ

れてた。(1)か な りの知 的障害 があ るか どうか。(2)個 人の 日常的 な生活 の 中で

受 けた,損 傷 や衝 撃が あ るか ど うか。(3)生 まれつ き,又 は,幼 年 期 にお け る内

面 的,外 面 的障害が あ るか どうか であ る29)。

現在 ア メ リカでは,精 神 障 害者 に対 して は,死 刑判 決 を下 さない場合 が多 くなっ

た。 ア メ リカで は,毎 年約25,000件 の故殺,謀 殺 事件 が発 生 して い る。死 刑 を廃止

してい る州 は,ほ とん ど終 身刑 か,2,30年 の 自由刑 と してい る。25州 におい て は,

18歳 未満 も死刑 に処 せ られ,さ らに死刑 に年令 制 限の ない州 もあ る。

しか し,明 るい材 料 もあ る。ABC放 送 の最 近 の世論調査 で は,ア メ リカ合衆 国

の 国民 の51%が 死刑 に反対 してい る。 また,2003年1月ll日,退 任 を目前 に控 えた

イ リノイ州 の ジ ョー ジ ・ライ ア ン(GeorgeRyan)知 事 は,4人 の死 刑 囚の特 赦 と

167人 の死 刑 囚全 員 の減刑 を決 断 した。

知事 は,か つ て は死刑 存置 論者 で あったが,裁 判 におけ る誤 判 とい う恥 ずべ き記

録 に よ り,イ リノイ州 にお いて死刑 の執 行 を3年 間停止 して いた。 しか し,有 罪 判

決 を受 け た中 で も,「 誰 が死 に値 す るかの判 断 をす る」 に も誤 りが あ る と して,死

刑制 度 は,「 呪 われた制 度」 と して,死 刑 囚全員 の減刑 を行 なった30)。

イ リノイ州 では,死 刑 判 決の実 に6割 が誤 判 であ る ことが後 の調査 で 明 らか に な

ってい る。

この よ うにア メ リカ にお い て も死刑廃 止 の機運 が徐 々 に高 まってい てい る とい う

事実 が あ る。
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